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Ⅰ　はじめに

１　目　的

　平成22年12月、宜野湾市行財政改革委員会から第五次宜野湾市行財政改革大綱(案)の答申を受け、
平成23年3月に宜野湾市行財政改革推進本部会議にて第五次宜野湾市行財政改革大綱(以下｢第五次
大綱」という)を正式に決定しました。
　それを踏まえ、第五次行財政改革実施計画(以下「実施計画という。」)は全庁的にヒアリングを実施し、
実施計画の策定にとりかかりました。39の実施項目が提案され、39の実施項目を実施計画に盛り込み
ました。
　第五次大綱は、
(1)　市民と協働で取り組む行財政改革
(2)　自主的・主体的に取り組む行財政改革
(3)　市民の福祉とくらしを守るための行財政改革
という３本の柱を基本方針として、7本の重点項目、16本の推進項目を掲げて、39本の実施項目に取り
組みます。
　「市民が主役の“ねたての都市ぎのわん”」の実現とさらなる発展を遂げるために市民と英知を結集し
職員全員が一丸となって取り組んでまいります。

２　計画期間

　第五次大綱及び実施計画の実施期間は、平成23年度から平成27年度までの5年間とします。
　最終年度の平成27年度は、評価・総括を実施します。

３　進行管理
　実施項目について、毎年、その進捗状況を把握し、着実に実施計画の推進を図ります。
　また、宜野湾市行財政改革委員会、宜野湾市行財政改革推進本部会議、同幹事会へも報告し、
併せて、市民の皆様には、ホームページ等を活用して、毎年、進捗状況を公表します。
　新たな実施項目があれば、随時、追加して取り組みます。
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Ⅱ　第五次行財政改革実施項目

　第五次行財政改革実施計画は、7つの重点項目、16の推進項目、39の実施項目、事業総数
47本となっています。

第五次行財政改革実施計画　実施項目一覧表

1-①

1-②

1-③

2

3-①

3-②

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14-Ⅰ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31-①

31-②

32-①

32-②

32-③

33

34

35-①

35-②

36

37

38

39

企画政策課

保育課

継続

変更

新規

企画政策課

継続企画政策課

継続

保育課 新規

継続

企画政策課 継続

土木課 継続

都市計画課 変更・継続

変更・継続

行政改革室 変更・継続

契約検査課 継続

秘書広報課 変更・継続

新規　追加

商工振興課 新規

行政改革室 変更・継続

総務課 継続

会計課・納税課

会計課 変更・継続

新規

行政改革室 継続

介護長寿課 新規

建築課 新規

水道局業務課

継続

税務課 新規

人事課 継続

行政改革室 継続

人事課

継続

商工振興課 継続

納税課 継続

保育課 新規

会計課

新規

総務課 新規

継続

企画政策課 新規

財政課

新規

福寿園 新規

継続

備考
推進項目 実　　施　　項　　目

継続健康増進課

継続

介護長寿課

第五次行財政改革大綱 第五次行財政改革実施計画
担当課

重点項目

総務課

企画政策課

自治基本条例（協働・参画）の制定

財政課

IT推進室

(1)民意を反映さ
せた行政運営

審議会・委員会へ公募による一般市民の登用

審議会・委員会へ公募による一般市民の登用

NPO等市民団体の育成・支援及び協働

審議会・委員会へ公募による一般市民の登用

パブリック・コメント制度の検討・導入

NPO等市民団体の育成・支援及び協働

市道の植栽枡及び周辺の地域住民による管理

農林水産課

財政課

下水道課

下水道課

教育委員会生涯学習課

教育委員会　施設課

秘書広報課

国民健康保険課

健康支援課

(2)市民協働・地域
協働の推進

３．電子自治体
の推進

(1)電子自治体の
推進

電子自治体推進計画の実施

２．公正の確保
と市民に開かれ
た行政運営 (2)情報公開の推

進
市民にとってわかりやすい情報公開の推進

１．市民と行政
のパートナー
シップの確立

住民による地域美化の推進

地域防災体制の強化

(1)公正な契約制
度の確保

入札・契約制度の改善

(2)民間活力の適
切な活用

会計事務の改善

市営住宅管理業務の民間等への委託

水道料金等収納及び受付事務の民間委託等の推進

業務マネジメントの推進・確立

企業誘致の推進

(2)給与の適正化 特殊勤務手当ての見直し

４．質の高い公
共サービスの確
保と効果的な民
間活力の活用 宜野湾ベイサイド情報センターへの指定管理者制度導入

老人福祉センターへの指定管理者制度導入

(1)事務事業の見
直し

文書事務の改善（文書管理システムの活用による電子決裁の推進等を含む）

公金収納業務の外部委託

市民サービスステーションの実現による窓口サービスの向上

６．人財育成の推進

(3)行政ニーズに的
確に対応するための
組織体制の構築

行政ニーズ、業務量に応じた適切な組織見直しの実施

(1)人財育成の推進 人材育成基本方針の推進

５．定員・給与の
適正化及び行政
ニーズに対応した
組織体制の構築

(1)定員管理の適正化 適切な定員管理の推進

新たな課税客体の掘り起こし

市税徴収率の向上及び滞納整理の推進

継続

新規

新規

保育料収納率の向上

基金の更なる活用

継続

継続

(1)自主財源等歳
入の確保

(5)補助金・負担金の
見直し

７．健全な財政
運営の確保

学校開放事業における照明使用料の徴収

(4)使用料・手数料の
適正化

(2)経費の節減合理化等適
正な予算執行の確保

新規

継続

公会計基準モデル整備による財政状況把握

国保特別会計の健全化

介護予防事業の充実

下水道特別会計の健全化（下水道使用料の改定検討）

市ホームページにおけるバナー広告の実施

(3)特別会計及び公
営企業における健全
な財政運営の確保

下水道特別会計の健全化（下水道普及事業の促進）

福寿園特別会計の健全化

国保特別会計の健全化

国保特別会計の健全化

公共施設におけるエコ設計・維持管理の推進

公共施設におけるエコ設計・維持管理の推進

ふるさと寄付制度の活用

使用料・手数料の適正化

補助金・負担金の見直し

宜野湾市水産業近代化奨励補助金の廃止
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H24 H25 H26 H27

担当部署 秘書広報課→企画政策課

推進項目

指標・効果等の説明

一般市民公募登用
率（％） 具

体
的
な
取
り
組
み

検討

(１)　民意を適切に反
映させた行政運営

市民の意見を行政
運営に適切に反映さ
せるため公募による
一般市民の登用が
必要である。

宜野湾市国際交流
推進委員会（市附属
機関）を所管してい
るが、公募により一
般市民は登用してい
ない。
一般市民の公募によ
る登用や女性登用も
含め、委員選任方法
の検討を要す。
委員数：12名
　任期（2年）：平成23
年3月～平成25年3
月

実施

各々の委員会に
おいて公募枠の
割合を検討し、次
期改選時から実
施していく。

１．市民と行政のパー
トナーシップの確立

目的・必要性 現状・課題 取組内容重点項目

検討

※任期期間中で
ある

検討 実施

一般市民の意見
が行政運営に反
映されより良い市
民サービスの提供
が行える。

※平和交流係は、
H23年から企画政
策課へ

○一般公募数の
検討
○募集方法の検
討
※任期期間中で
ある

○一般公募実施
（H25年３月予定）

※任期期間中で
ある

検討 実施

実施項目

１-②
審議会・委員会へ
公募による一般市
民の登用（宜野湾
市国際交流推進委
員会）

指標① 20%

重点項目

推進項目

市民の意見を行
政運営に適切に
反映させるため公
募による一般市民
の登用が必要で
ある。

担当部署 企画政策課

実施 実施

20%

H23 H24

期待される効果

○一般公募実施
（H27年３月予定）

年　次　計　画
H23

備　　考期待される効果

H26
年　次　計　画

多くの市民が市政
に興味を持ち、市
民参加の促進に
つながる。

平成２２年度は、「振
興計画審議会」に公
募委員が参加。併せ
て、今回はじめて「市
民会議」を設け、そ
の中でも公募メン
バーが参加。、公募
方法、市民の割合、
市民参加の手法等
について今後の課
題。

公募方法、市民の
割合、市民参加の
手法等について検
討。さらに公募の
周知方法も研究、
検討していく。

　市民と行政のパートナーシップを確立するためには、市民の意見を行政運営に適切に反映さ
せるための制度が不可欠です。
　限られた人員・財源のもとであっても、市民サービスを向上させる新たな施策を実施するため
には、社会情勢の変化に伴って必要性が小さくなった事務事業や市民サービスへの貢献度が
少ない事務事業等について、市民の意見を反映させながら整理・縮小していくことも必要です。

○調査研究
○附属機関等洗い
出し
○ルールづくり・公募
枠、方法等の検討
○行革指標（目標値
　 の設定

実施

H27

１．市民と行政のパートナーシップの確立

備　　考

H25

(１)　民意を適切に反映させた行政運営

現状・課題 取組内容目的・必要性
１．市民と行政のパー
トナーシップの確立

指標・効果等の説明

(１)　民意を適切に反
映させた行政運営

１-①
　審議会・委員会へ
公募による一般市
民の登用

○応募数
○登用率
○公募に申し込ん
だ人数
○審議会等で採用
された市民の割合

実施項目

具
体
的
な
取
り
組
み

3



検討 検討 検討 実施

○事例の調査・研
究等

○準備 ○要綱、条例等の
設置

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26 H27

具
体
的
な
取
り
組
み

実施項目
2　パブリック・コメン
ト制度の検討・導入

担当部署 企画政策課

備　　考

推進項目
(１)　民意を適切に反
映させた行政運営

市政運営における公
正の確保や透明性
の向上を図ることに
より、市民との協働
による市政の取り組
みが推進される。そ
の一つの手法とし
て、パブリックコメント
制度の検討・導入の
取り組みが必要と
なっている。

具体的な取り組み
を行っていないた
め、先行事例の調
査・研究が必要で
ある。

○先行事例の調
査・研究を行い、
課題等を整理す
る。
○制度の中身（目
的・対象・ルール
等）を検討し、要
綱、条例等を設置
する。

制度として構築す
ることにより、市政
への市民参加の
促進につながると
ともに、公正・透明
な行政手続の確
保にもつながる。

10% 10%

重点項目
１．市民と行政のパー
トナーシップの確立

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果

指標①

○「児童センター
運営委員会」委員
は、平成23年2月
に委嘱（2年任期）
したばかりなの
で、検討とする。

○「児童センター
運営委員会」につ
いて一般公募を実
施検討

○「児童センター
運営委員会」につ
いて一般公募を実
施検討

重点項目
１．市民と行政のパー
トナーシップの確立

目的・必要性 備　　考

推進項目
(１)　民意を適切に反
映させた行政運営

より多くの市民へ公
募をかけることで、幅
広い声を集約するこ
とができる。
・当事者である市民
からの声を反映させ
ることでより充実した
事業の効果が期待
できる。

担当部署 保育課

宜野湾市次世代育
成支援行動計画（後
期）策定における「宜
野湾市次世代育成
支援対策地域協議
会」委員、「宜野湾市
児童センター運営委
員会」委員の公募に
よる一般市民の登用
は行わなかった。今
後は公募による一般
市民の登用も念頭に
検討していきたい。

一般公募における
一般市民の登用。

公募による一般市
民の登用により、
施策展開、事業内
容等において民意
を適切に反映させ
た行政運営がで
き、実施事業の周
知、広報にもつな
がる。

現状・課題 取組内容 期待される効果

検討
○「児童センター運
営委員会」一般公募
○「次世代育成支援
行動計画」（後期）に
かわる計画策定があ
れば、宜野湾市次世
代育成支援対策地
域協議会も、公募

新規

実施項目

１-③ 　審議会・委
員会への公募によ
る一般市民の登用
（宜野湾市次世代
育成支援対策地域
協議会、宜野湾市
児童センター運営
委員会）

指標・効果等の説明 年　次　計　画
公募による一般市
民の登用率（％）

H23 H24 H25 H26
具
体
的
な
取
り
組
み

実施検討 検討

H27
実施
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(２)　市民協働・地域協働の推進

実施

　市政運営全体の活性化や底上げのため、市民協働・地域協働の取り組みをさらに強化・推進
し、ＮＰＯ等市民団体の育成・支援や将来的には自治基本条例の制定等ができるように早急に
取り組みます。

○保育所、支援セ
ンター、児童セン
ターにおける事業
の実施

指標① 実施事業の回数 実施事業の回数 実施事業の回数 実施事業の回数 実施事業の回数

○保育所、支援セ
ンター、児童セン
ターにおける事業
の実施

実施

備　　考

新規

○保育所、支援セ
ンター、児童セン
ターにおける事業
の実施

○保育所、支援セ
ンター、児童セン
ターにおける事業
の実施

○保育所、支援セ
ンター、児童セン
ターにおける事業
の実施

実施 実施 実施

指標・効果等の説明 年　次　計　画
●ＮＰＯ等市民団体
との協働による事業
実施回数。
●ＮＰＯと協働した
各教室・講演会等の
実施回数。

H23 H24 H25 H26 H27
具
体
的
な
取
り
組
み

推進項目
(2)市民協働・地域協働
の推進

公立保育所（3園）、
児童センター（５
館）、ファミリーサ
ポートセンターにお
ける事業運営におい
て、ＮＰＯ等市民団
体の活用により、地
域協働の事業運営と
NPOとの協働に取り
組んでいく。

実施項目

3-②　NPO等市民
団体の育成・支援
及び協働

担当部署 保育課

公立保育所や子
育て支援センター
（宜野湾保育所併
設）、児童セン
ター、ファミリーサ
ポートセンターに
おいてNPOと協働
した事業を実施し
てきた。

保育所・地域子育て
支援センター（子育
て支援に関する講
師、お手玉の講師）
児童センター（幼児
クラブ、手作り教室、
トランポリン教室、折
り紙、着付け、読み
聞かせ教室などの講
師）

ＮＰＯと協働した地
域活動推進が図
れる。市民団体の
育成・支援につな
がる。

重点項目
１．市民と行政のパー
トナーシップの確立

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果

指標①

○協働指針等の
構築
○支援・育成手法
の検討

○全庁的な協働
の実施

具
体
的
な
取
り
組
み

○実態調査
○団体等の一元
管理化
○先進事例等の
調査 ・研究

企画政策課

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26 H27

推進項目
(2)市民協働・地域協働
の推進

行政を取り巻く環
境が大きく変化し
ている中、今後の
まちづくりについ
ては、NPO・市民
団体等との協働が
必要となってい
る。

実施項目

3-①　NPO等市民
団体の育成・支援
及び協働

担当部署

重点項目
１．市民と行政のパー
トナーシップの確立

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

○市内のNPO、市
民団体等の実態
が把握できていな
い。
○協働の手法が
構築されていな
い。

NPO・市民団体等
の実態調査・研究
を行い、課題等を
整理するととも
に、協働事業の構
築や支援・育成等
の方法を確立す
る。

NPO・市民団体等
との協働の手法や
支援・育成等の環
境整備が図られる
ことで、市民協働
の取り組みが促進
される。

検討 実施 実施
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重点項目
１．市民と行政のパー
トナーシップの確立

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(2)市民協働・地域協働
の推進

市道の公共施設に
対する愛護心の増
進と地域環境の向上
を図り、市民・各自治
会等が市道の植栽
桝周辺において、花
植え・清掃・除草・水
やり等の簡易で日常
的な愛護活動を市民
と行政の協働により
緑豊かな美しいまち
づくりを推進する。

実施項目

4　市道の植栽桝及
び周辺の地域住民
による管理

担当部署 土木課

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

現状：植栽桝の管理
及び道路清掃の支
援をおこなっている。
保険料については総
務課の保険で対応し
ている。
課題：市民による植
栽桝管理の普及、啓
発の推進、ボランテ
イア活動に必要な物
品、用具、苗木等の
支給及び貸与、水道
設置費、水道料金等
の維持費、既存の低
木の移設費等。

現在４自治会（大
謝名・伊佐・新城・
宇地泊）及び１団
体、４個人で植栽
桝（137箇所）の管
理をお願いしてい
る。今後も引き続
き各自治会等に
推進していきた
い。嘉数自治会に
ついては、調整中
である。

市民及び自治会
等による植栽桝の
管理により、地域
協働の推進が図
られるとともに、街
路樹維持管理費
の削減が期待され
る。
美化活動により、
緑豊かな美しいま
ちづくりができる。

実施 実施 実施

○市民、各自治会
等への植栽桝の
管理拡充

指標・効果等の説明 年　次　計　画
　市民・自治会等の
植栽桝管理箇所数
（箇所）

H23 H24 H25 H26

１０箇所 １０箇所

実施 実施

１０箇所 １０箇所

○市民、各自治会
等への植栽桝の
管理拡充

○市民、各自治会
等への植栽桝の
管理拡充

○市民、各自治会
等への植栽桝の
管理拡充

○市民、各自治会
等への植栽桝の
管理拡充

指標① １０箇所

重点項目
１．市民と行政のパー
トナーシップの確立

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(2)市民協働・地域協働
の推進

　地域の自治会及
び民間団体等へ
地域の美化活動
を推進するととも
に、地域協働を推
進する。

実施項目
5 住民による地域
美化の推進

担当部署 都市計画課

H27

地域の自治会及
び民間団体の地
域の美化活動を
行う団体が少な
い。（現在は、７団
体）

地域美化活動を
推進する団体の
育成等を行う。
各自治会に水と緑
の愛護会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱ団体の設立がで
きるよう取り組み
たい。（予算措置
をする）

水と緑の愛護会・
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体によ
る草花植栽・清掃
等により、各地域
の美化活動を推
進することができ
るとともに、地域
協働の推進にもつ
ながる。

指標・効果等の説明 年　次　計　画
ボランティア・愛護団
体の設立件数

H23 H24 H25 H26
具
体
的
な
取
り
組
み

実施 実施 実施

○各自治会の地
域団体等に愛護
会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体
等の設立を促す。
現在７団体実施

実施 実施

愛護会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
４団体設立

愛護会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
４団体設立

○各自治会の地
域団体等に愛護
会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体
等の設立を促す。
４団体の設立をめ
ざす。

○各自治会の地
域団体等に愛護
会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体
等の設立を促す。
４団体の設立をめ
ざす。

○各自治会の地
域団体等に愛護
会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体
等の設立を促す。
４団体の設立をめ
ざす。

○各自治会の地
域団体等に愛護
会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体
等の設立を促す。
４団体の設立をめ
ざす。

愛護会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
４団体設立

愛護会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
４団体設立

指標①
愛護会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
２団体設立
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重点項目
１．市民と行政のパー
トナーシップの確立

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(2)市民協働・地域協働
の推進

地震・津波・台風と
いった自然災害の対
策を行政だけで行う
には限界がある。自
主防災組織を結成
し、地域防災力を高
めることで、備蓄食
糧の確保や災害時
の救出・避難・避難
所運営に大きな役割
を果たすことが期待
できる。また、民間団
体と災害時の協力協
定を締結することで
行政が必要とする業
務を補うことができ
る。

実施項目
6 地域防災体制の
強化

担当部署 総務課

H27

具
体
的
な
取
り
組
み

自主防災組織の結
成率は、県外の70％
に対し、沖縄県は
10％未満であり、本
市も同様の結成率で
災害に対する意識が
低い。過去に大きな
災害が発生していな
いことや地縁血縁・
地域の繋がりが強い
ため、いざという時に
何らかの対応ができ
るという意識がある
と思われる。
　平成21年10月に大
謝名団地自治会、平
成22年４月に伊佐自
治会に自主防災組
織を立ち上げた。

地域自治会に啓
発用備蓄食糧の
配付を行ったり、
防災意識を高める
ための講演会等を
行う。

地域住民の防災
意識を高め、自主
防災組織の結成
につなげる。

実施 実施 実施

・自主防災組織の
結成
・地域防災計画の
修正
・ハザードマップの
作成、全戸配付。
・職員初動マニュ
アルの作成

指標・効果等の説明 年　次　計　画
●自主防災組織の
結成数
※23自治会に少なく
とも１つずつの自主
防災組織を結成め
ざす。

H23 H24 H25 H26

１組織の結成 １組織の結成

実施 実施

１組織の結成 １組織の結成

・自主防災組織の
結成

・自主防災組織の
結成

・自主防災組織の
結成

・自主防災組織の
結成

23自治会に少なくと
も１つずつの組織結
成をめざす

23自治会に少なくと
も１つずつの組織結
成をめざす

指標① １組織の結成

23自治会に少なくと
も１つずつの組織結
成をめざす

23自治会に少なくと
も１つずつの組織結
成をめざす

23自治会に少なくと
も１つずつの組織結
成をめざす

重点項目
１．市民と行政のパー
トナーシップの確立

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(2)市民協働・地域協働
の推進

地方分権化が進
展する中、行政、
市民の役割等の
まちづくりに対す
る基本的事項を定
め、市民協働・参
画のもと、まちづく
り・市政運営に取
りくむことが求めら
れている。

実施項目
7 自治基本条例（協
働・参画）の制定

担当部署 企画政策課

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

具体的な取り組み
に着手していな
い。

○現状把握、事例
研究等を行う。
○研究会等の立
ち上げ
○行政、市民の役
割等の内容を検
討し、条例を制定
する。

まちづくり、自治体
運営の基本ルー
ルを定めることに
より、市民・行政
の役割が明確化
し、各々の意識啓
発と協働のまちづ
くりが促進される。

検討 検討 実施

○現状把握・事例
調査研究等

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26
検討 検討

○調査・研究等
○研究会、市民協
議会等の立ち上
げ

○研究会・市民協
議会等の取り組み

○研究会・市民協
議会等の取り組み

○条例の制定
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２．公正の確保と市民に開かれた行政運営

(1)公正な契約制度の確保

重点項目
２．公正の確保と市民
に開かれた行政運営

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(1)公正な契約制度の
確保

公共事業の入札
及び契約制度の
透明性、客観性及
び競争性を高める
ことによって公共
事業に対する市民
の信頼と税金の効
率的な運用を図
り、品質を確保す
ることを目的とす
る。

実施項目
8 入札・契約制度の
改善

担当部署  契約検査課

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

本市における公共事
業の入札は、そのほ
とんどが指名競争入
札で行われている。
指名競争入札は、不
信用、不誠実な者を
排除できる反面、談
合等の不正を招きや
すい欠点もし指摘さ
れている。

公共工事において
は、低入札価格調
査制度の実施や
特別簡易型総合
評価方式指名競
争入札を試行して
いる。

公共工事において
は、経費の削減や
ダンピングの防止
及び品質の確保
が図られる。

実施 実施 実施

○低入札価格調
査制度の実施
○特別簡易型総
合評価方式指名
競争入札の試行

指標・効果等の説明 年　次　計　画
●落札率
●予定価格と落札
額の差額
※毎年の事業予算
が未確定であり、目
標は掲げられない
が、実績でしっかり
効果を示す。

H23 H24 H25 H26
実施 実施

○低入札価格調
査制度の実施
○特別簡易型総
合評価方式指名
競争入札の試行

○低入札価格調
査制度の実施
○特別簡易型総
合評価方式指名
競争入札の試行

○低入札価格調
査制度の実施
○特別簡易型総
合評価方式指名
競争入札の試行

○低入札価格調
査制度の実施
○特別簡易型総
合評価方式指名
競争入札の試行

重点項目
２．公正の確保と市民
に開かれた行政運営

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目 (2)情報公開の推進

市民と市政のパイ
プ役として、市民
に対して、市政の
現状、施策などの
情報を分かりやす
く提供するととも
に、市民との対話
による連帯感を培
い、住み良いまち
づくりの実現を目
指すことを目的と
する。

実施項目

9 市民にとってわか
りやすい情報公開
の推進（市報・ホー
ムページの更なる
充実）

担当部署 秘書広報課・関連各課

●「市報ぎのわん」
の全戸配布を平成１
６年度から実施して
いる。しかし、転入・
転出等による住民の
異動や、自治会への
加入、脱退などの影
響により、市報の未
配布や二重配布が
生じている。

毎月発行される「市
報ぎのわん」による
情報提供のほか、市
ホームページ、近隣
のコミュニティFM放
送での情報発信など
様々な広報媒体を活
用して、広く市民に
市政情報の周知を
図っていく。また市政
の情報だけでなく、
市民の声や活動の
状況を取り入れるこ
とで、まちづくりに対
する市民意識の向
上を図る。

①情報の共有
②「市民が主役の
市政」の実現

自治会や市シル
バー人材センター
との連携を強化
し、市報の未配布
や二重配布の防
止に努める

H26H25
年　次　計　画

実施 実施

H27

自治会や市シル
バー人材センター
との連携を強化
し、市報の未配布
や二重配布の防
止に努める

自治会や市シル
バー人材センター
との連携を強化
し、市報の未配布
や二重配布の防
止に努める

自治会や市シル
バー人材センター
との連携を強化
し、市報の未配布
や二重配布の防
止に努める

自治会や市シル
バー人材センター
との連携を強化
し、市報の未配布
や二重配布の防
止に努める

H24
実施具

体
的
な
取
り
組
み

引き続き入札及び契約における公正の確保に努めます。

(2)情報公開の推進

市民と行政のパートナーシップを確立するためにも、個人情報の適切な保護に十分配慮しつ
つ、市民にとってよりわかりやすい情報の提供に努めます。

実施 実施

指標・効果等の説明

H23

指標①
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３．電子自治体の推進

(1)電子自治体の推進

重点項目 ３．電子自治体の推進 目的・必要性 現状・課題 取組内容

ＩＴ関連業務の包括的アウトソーシングを前提として、平成21年度に策定した電子自治体推進計
画に基づき、行政事務運営の効率化及び市民サービス向上に向けて引き続き電子自治体を推
進します。

期待される効果 備　　考

推進項目 (1)電子自治体の推進

IT化（情報化）の
目的が単なる現場
業務の合理化や
自動化といった単
純な内容から、市
民サービスの向上
や自治体運営そ
のものの革新へと
大きく変化しつつ
ある中、経営戦略
の観点からも計画
的な電子自治体
の推進に取り組む
必要性は高いとい
える。

実施項目
10 電子自治体推進
計画の実施

担当部署 ＩＴ推進室

H27

具
体
的
な
取
り
組
み

今後の電子自治
体の推進において
は、
①円滑に第２次ア
ウトソーシングへ
の切り替えを図る
②市職員のＩＴ利
活用力の向上に
取り組む
③他市との情報シ
ステムの共同利用
等に取り組む
などの課題ととも
に、平成23年度ま
でが計画期間と
なっている「宜野
湾市新電子自治
体推進計画」の改
訂に取り組んでい
く必要がある。

①平成23年度から取
組みを始める第２次
包括的ＩＴアウトソー
シング事業（H24～
H29年度の６年間を
予定）の中で新基幹
系システム（住民記
録、税、福祉等）の
再構築に取り組む。
②他自治体等の事
例研究を図り、「ＩＴ人
材育成計画」の策定
及び計画の実施に
取り組む。
③共同利用の第１歩
として「那覇市・南風
原町・宜野湾市」の
三市町にて、自治体
共同利用型ポータル
サイト整備・運用事
業を平成21年度から
進めており、引き続
き参加自治体の拡
大や事業内容の充
実に取り組んでいく。

①上記、事業計画
の中で定める予定
②市職員の能力
向上による市民
サービスの向上等
③コスト削減や市
民サービスの向上
等

実施 実施 実施

①情報化推進実
施計画（第２次包
括的ITアウトソー
シング事業計画）
の策定と実施
②ＩＴ人材育成計
画の調査研究
③三市町連携事
業の推進・拡大
④電子自治体推
進計画の改訂

指標・効果等の説明 年　次　計　画
情報化推進実施計
画（第２次包括的IT
アウトソーシング事
業計画）の中で定め
る予定。
具体的な指標が見
えた段階で、指標を
追加する。

H23 H24 H25 H26
実施 実施

①情報化推進実
施計画の改訂と実
施
②ＩＴ人材育成計
画の策定
③三市町連携事
業の推進・拡大、
その他システムの
共同化についての
調査研究

①情報化推進実
施計画の改訂と実
施
②ＩＴ人材育成計
画の実施
③三市町連携事
業の推進・拡大、
その他システムの
共同化についての
調査研究

①情報化推進実
施計画の改訂と実
施
②ＩＴ人材育成計
画の実施
③三市町連携事
業の推進・拡大、
その他システムの
共同化についての
調査研究

①情報化推進実
施計画の改訂と実
施
②ＩＴ人材育成計
画の実施
③三市町連携事
業の推進・拡大、
その他システムの
共同化についての
調査研究

指標①

４．質の高い公共サービスの確保と効果的な民間活力の活用

(1)事務事業の改善・見直し

業務マネジメントシステムの活用・定着化により、各職場において事務事業の改善・見直しが継
続的に行われるようなPLAN（計画）・DO（実行）・CHECK（評価）・ACTION（改善）のサイクル
（PDCAサイクル）を確立します。事務事業の改善・見直しを行いながら、さらなる窓口サービス・
市民サービスの向上をめざし、引き続き市民サービスステーションの実現に向けて取り組みま
す。

9



検討委員会を設
置して、市民アン
ケート等を実施
し、具体的な案を
作成し、行革本部
会議へあげて方
針を定めて取り組
む。
情報化推進計画と
連携した「やさし
い・わかりやすい・
はやい」窓口の実
現に取り組む。

目的・必要性 現状・課題 取組内容重点項目

４．質の高い公共サー
ビスの確保と効果的な
民間活力の活用

期待される効果 備　　考

推進項目
(1)事務事業の改善・見
直し

①市民にとって
「やさしい・わかり
やすい・はやい」
窓口の実現
②職員が働きや
すい、横断的な連
携が取れる執務ス
ペースの確保
③市民のプライバ
シー保護と個人情
報の管理・保護

１階フロアは、ほぼ
ハード面の整備は終
了しているので行政
情報化整備事業と連
携して、市民が転出
入、転居等の手続き
などが概ね一箇所の
窓口で済ませられる
ようソフト面での整備
を早急に取り組む必
要がある。併せて、２
階フロアの整備まで
拡充していくか検討
を要す。
市長の公約である
「フロアマネー
ジャー」の配置や市
民から要望の高い、
昼窓開設に向けた取
組みが課題である。

実施項目

11 市民サービスス
テーションの整備及
び窓口サービスの
向上

担当部署 行政改革室

市民の声を反映し
た「やさしい・わか
りやすい・はやい」
窓口の実現。
ライフステージごと
の手続きの簡素
化、効率よい窓
口。

検討 検討 検討

指標・効果等の説明 年　次　計　画
市民満足度を％で
表す。

H23 H24 H25 H26 H27

具
体
的
な
取
り
組
み

○FAQの作成
○コールセンター
の研究
○窓口のアウト
ソーシングの研究

○FAQの作成
○コールセンター
の研究
○窓口のアウト
ソーシングの研究

検討・実施 実施
○検討委員会設置
○市民アンケート実
施
○フロアマネジャー
の検討
○昼窓開設の検討
○情報推進計画との
連携した窓口の研究
○「税のひろば」の検
討

○検討委員会設置
○市民アンケート実
施
○フロアマネジャー
の検討
○昼窓開設の検討
○情報推進計画との
連携した窓口の研究
○「税のひろば」の検
討

○FAQの作成
○コールセンター
の研究
○窓口のアウト
ソーシングの研究

指標①

重点項目

４．質の高い公共サー
ビスの確保と効果的な
民間活力の活用

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果

担当部署 行政改革室

備　　考

推進項目
(1)事務事業の改善・見
直し

「業務マネジメントシ
ステム」を活用するこ
とにより、効果的・効
率的及びシームレス
業務運営を可能とす
るPDCA業務マネジ
メントサイクルを確立
する。業務マネジメ
ントを推進・確立し、
業務のPDCAサイク
ルを有効に管理する
ことによって、事務事
業の改善・見直しを
継続的に行なう。

目的を達成すべく、
H18年度～H22年度
まで取り組んでき
た。業務マネジメント
システム上の事務事
業数はH22年度で約
1,700件あるが、まだ
入力内容の不備や
空欄等も多く、「業務
マネジメント」として
確立するまでには
至っていない。シス
テムが使いにくいと
いう意見も多く、引き
続きシステムの改善
を行い、活用の定着
化を図る必要があ
る。

全部署における
PDCAサイクルの
確立をめざす。必
要に応じて職員説
明会やアンケート
調査を実施し、課
題・問題点を把握
した上で、引き続
き業務マネジメン
トシステムの改
善・改良を図って
いく。

H27

具
体
的
な
取
り
組
み

実施項目
12 業務マネジメント
の推進・確立

①PDCAサイクル
の確立による業務
の効率性・有効性
の向上
②課内・係内の情
報共有化
③職員の事務改
善・改革意識の向
上
④「前任者の足
跡」（業務ノウハ
ウ）の後任者への
継承

実施 実施

指標・効果等の説明 年　次　計　画
各部署におけるシステ
ムの活用度、PDCAサ
イクルの確立度を測る
目安として、業務マネ
ジメントシステムへの
各部署による平均入力
率を当面の指標とす
る。
この指標だけでは不十
分なので、各部署で実
際にシステムを有効に
活用している事例や実
際に業務の見直しや改
善が図られた事例数等
も指標として設定した
い。

H23 H24 H25 H26

90％以上 90％以上

実施
①新システムから
は、基本操作等の面
で大幅な改善を図
る。②入力内容をヒ
アリング資料とし、有
効に活用。③モデル
部署を数箇所設定
し、システム活用の
定着の推進。④アン
ケート調査等を実施
し、課題・問題点等を
把握し、システムの
改善・改良を進め
る。

実施 実施

90％以上 90％以上

①新システムから
は、基本操作等の面
で大幅な改善を図
る。②入力内容をヒ
アリング資料とし、有
効に活用。③モデル
部署を数箇所設定
し、システム活用の
定着の推進。④アン
ケート調査等を実施
し、課題・問題点等を
把握し、システムの
改善・改良を進め
る。

①新システムから
は、基本操作等の面
で大幅な改善を図
る。②入力内容をヒ
アリング資料とし、有
効に活用。③モデル
部署を数箇所設定
し、システム活用の
定着の推進。④アン
ケート調査等を実施
し、課題・問題点等を
把握し、システムの
改善・改良を進め
る。

①新システムから
は、基本操作等の面
で大幅な改善を図
る。②入力内容をヒ
アリング資料とし、有
効に活用。③モデル
部署を数箇所設定
し、システム活用の
定着の推進。④アン
ケート調査等を実施
し、課題・問題点等を
把握し、システムの
改善・改良を進め
る。

①新システムから
は、基本操作等の面
で大幅な改善を図
る。②入力内容をヒ
アリング資料とし、有
効に活用。③モデル
部署を数箇所設定
し、システム活用の
定着の推進。④アン
ケート調査等を実施
し、課題・問題点等を
把握し、システムの
改善・改良を進め
る。

指標① 90％以上

10



重点項目

４．質の高い公共サー
ビスの確保と効果的な
民間活力の活用

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(1)事務事業の改善・見
直し

文書の発生から廃棄
に至る一連のライフ
サイクルを管理する
システムで、電子決
裁の導入等によりあ
らゆる文書事務の効
率化を図ることを目
的とし、LGWANへの
対応や文書量の増
加に伴う保存スペー
スの確保、各部局バ
ラバラの文書管理体
制の改善等、文書事
務に係る様々な問題
解決が見込まれる。

実施項目

13 文書事務の改善
（文書管理システム
の活用による電子
決裁の推進等を含
む）

担当部署 総務課

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

電子決裁率が年々
低下しており、導入
当初の目的が達成さ
れているとはいえな
い状況である。電子
決裁どころか、未だ
にシステムを利用し
ての紙起案すら利用
していない（できな
い）職員もいるため、
もう一度文書管理シ
ステムの効果や意義
から理解してもらう必
要がある。

研修等により職員の
文書管理システムへ
の再教育を行うこと
はもちろんだが、シ
ステム操作の簡素化
や電子文書の取扱
運用の見直し等によ
り、職員が文書管理
システムをより利用
しやすくなる環境づく
りに取り組む必要が
ある。

　職員が適正に文書
管理システムを運用
することで、①情報
の一元管理ができ、
文書検索が容易に
なる　②事務処理や
決裁等の時間短縮
ができる　③文書保
存スペース・事務ス
ペースの確保ができ
る　④紙文書が減る
ことで経費の削減が
できる　⑤情報公開
への対応が容易に
なるなどの効果が期
待できる。

○次期文書管理
システム更新に向
けての文書事務
全体の見直し検討

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26
検討

指標①

重点項目

４．質の高い公共サー
ビスの確保と効果的な
民間活力の活用

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(1)事務事業の改善・見
直し

事業別予算のた
め、年々増大する
支出命令書の決
裁事務を効率的
に進めるため、原
課作成のFD化の
促進及び集合伝
票・併合伝票の積
極的活用の促進
を図る。
口座振込済通知
書の費用対効果
を検証し、市民ｻｰ
ﾋﾞｽを維持しながら
効果的な手法の
導入を検討し、経
費節減を図る必要
がある。

実施項目 14 会計事務の改善

担当部署 会計課

H27

具
体
的
な
取
り
組
み

平成20年度までは、
集合伝票・併合伝票
の活用で支出命令
書を減少できたが、
平成21・22年度は新
規事業及び事業の
拡大等（市営住宅の
建替え、学校建設、
児童ｾﾝﾀｰ新設、土
地区画整理事業の
補償等）で伝票が増
加傾向にある。今後
は債権者の通帳へ
明細を印字すること
と、消耗品等伝票件
数の多い契約業者
については、FAXに
て通知する手法を導
入することで口座振
込済通知書を廃止
し、会計事務の改善
を目指したい。反
面、口座振込済通知
書を廃止したことで
債権者からの問い合
わせが増加すること
も予想される。

①債権者の重複登
録に伴い、口座振込
済通知書も重複通知
されていることから、
重複登録のある債権
者については整理・
削除を行い、口座振
込済通知書の削減
を推進していく。
②消耗品等の購入
については、まとめ
て発注するよう各部
事業管理担当者をと
おして指導し,支出命
令書の減少及び口
座振込済通知書の
減少に努める。
③担当課作成のFD
化を促進していくこと
で口座振込済通知
書の削減へ繋げる。
④口座振込済通知
書を削減すること
で、今後目標として
いる通帳印字の導入
へスムーズに移行で
きる。

口座振込済通知
書を廃止すること
で、発送に要する
人件費・通信運搬
費・印刷製本費の
削減ができ、会計
事務の効率化に
繋がるものと思わ
れる。

実施

○支払明細をFAX
にて通知する手法
等の調査、IT推進
室と連携し協議
○担当課作成の
FD化の促進につ
いて調整　○物品
一括購入等につ
いて事業管理担
当者へ指導助言
を実施　○事業所
へのFAXによる明
細の送信検討

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26
検討 検討

○支払明細をFAX
にて通知する手法
等の調査、IT推進
室と連携し協議
○担当課作成の
FD化の促進につ
いて調整　○物品
一括購入等につ
いて事業管理担
当者へ指導助言
を実施　○事業所
へのFAXによる明
細の送信検討

○債権者の通帳
へ明細印字を実
施

○口座振込済通
知書の廃止

指標①

11



民間活力の活用により、経費の節減合理化といった行政運営の効率化だけでなく、市民サービ
スの向上につながる事業・施設等については、さらなる民間委託や指定管理者制度の導入等を
検討・推進します。

(2)民間活力の適切な活用

重点項目

４．質の高い公共サー
ビスの確保と効果的な
民間活力の活用

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(1)事務事業の改善・見
直し

平成２４年度から
開始されるコンビ
ニ収納の導入を皮
切りに、住民サー
ビス向上の一環と
して、今後拡充し
ていく多様な収納
方法（クレジット・
マルチペイメントな
ど）に対応するた
め、システム改修
費の抑制を図り、
会計課での事務
の煩雑さを増幅さ
せる事なく住民の
納付機会を広げ、
質の高い公共
サービスの提供を
目的とする。

昨今の市民のライ
フスタイルの変化
や情報の高度化
に伴い、多様な収
納方法の構築が
求められている。
さらに、納付済通
知書の各部署へ
の返却作業、指定
金融機関（輪番で
2年ごと）から提示
される引受条件に
対する対応等、担
当部署での消込
作業・エラー確認
作業の増大に加
え、システム改修
費用の確保など、
事務・経費の負担
増加が課題となっ
ている。

現行の公金収納
業務（指定金融機
関に集められた納
付済通知書の集
約から保管業務ま
で）を金融機関に
外部委託する。委
託された金融機関
では、その日に納
付された納付済通
知書を電子データ
化することにより
収納情報を一元
化。収納管理業務
をネットワーク経
由で処理すること
で場所と時間の制
約を省き情報の共
有化を図る

・金融機関で領収
日が反映されるよ
うになり、延滞金
や還付加算金の
計算が正確に把
握できるようにな
るため、徴収業務
や還付処理業務
の軽減が図れる。
・消込処理、収納
情報の確認・エ
ラー修正業務など
がパソコン上で確
認できるようになり
場所や作業時間
の制限が少なくな
る。
・ネットワーク経由
で最新の収納状
況がリアルタイム
で確認できるよう
になり、納付から
収納確認までの
時間が短縮され
る。
・納付済通知書は
金融機関にて保
管されるため庁内
で保管場所を確保
する必要がなくな
る。　等

新規
（平成23年７月追

加）

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

実施項目

14－Ⅰ
公金収納業務の外
部委託

担当部署 会計課・納税課

実施 実施

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26

実施

現行の公金収納
業務の洗い出し。
納付書の種類、数
量の調査。
業者選定

公金収納業務の
外部委託
コンビ二収納の導
入

公金収納業務の
外部委託
クレジット・マルチ
ペイメント等の導
入調査・検討

公金収納業務の
外部委託
クレジット・マルチ
ペイメント等の導
入調査・検討

公金収納業務の
外部委託
クレジット・マルチ
ペイメント等の導
入調査・検討

契約 実施

指標①

12



推進項目
(2)民間活力の適切な
活用

能力と実績のある
民間を指定管理
者とすることで、施
設運営の効率化と
施設目的の達成
を図る。また、情
報産業育成、身体
障害者授産機能、
地域観光情報発
信機能及び市民
向け情報リテラ
シー機能も目的と
して兼ね備えてい
るので、それらを
民間の視点から
創意工夫して改善
し、サービス向上
につなげたい。

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

当施設は情報産
業の育成・誘致を
目的に設立された
施設である。今後
は現入居企業へ
当施設の目的趣
旨を説明して理解
を求め退去しても
らうことと併せて、
あらたに企業を入
居させる場合は、
企業誘致と企業育
成のどちらを目的
に入居させるのか
を明確に示し入居
期限もきちんと設
けて契約する。

当施設の課題整理
や今後の運営方針
を検討し、施設の設
置目的、家賃改定、
共益費徴収、指定管
理者事項を含めた条
例改正の検討を行
う。
管理者募集に関して
は有識者を加えた審
査委員会を立ち上
げ、指定管理に向け
た内容を検討する。
指定管理者の公募、
審査、決定がなされ
た後、指定管理者と
の協定についても審
査会で議論し、行政
とのリスク分担や履
行保証の内容・事業
計画等を吟味し、協
定締結を行う。

期待される効果重点項目

４．質の高い公共サー
ビスの確保と効果的な
民間活力の活用

備　　考

実施項目

15 宜野湾ベイサイ
ド情報センターへの
指定管理者制度の
導入検討

担当部署 商工振興課

目的・必要性 現状・課題 取組内容

①施設の効率的
な運営
②民間の視点か
らの創意工夫で
サービス向上
③施設利用許可
事務等行政事務
の軽減

新規

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26
検討 実施

○施設運営の課
題整理及び運営
方針の検討
○条例改正の検
討

○指定管理者制
度導入

指標①

重点項目

４．質の高い公共サー
ビスの確保と効果的な
民間活力の活用

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(2)民間活力の適切な
活用

老人福祉センター
の利用時間の延
長など施設運営
面でのサービス向
上による利用者の
利便性の向上

実施項目

16 老人福祉セン
ターへの指定管理
者制度導入

担当部署 介護長寿課

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

利用者から施設
開館延長の要望
が多く、利用者増
と自家用車の駐車
増により駐車ス
ペースが足りず、
近隣住民に迷惑
をかけている

既に指定管理者
制度を導入してい
る他市の老人福
祉センターの状況
把握と資料収集、
条例改正に向け
た準備をすすめ
る。

指定管理者制度
を導入することで
利用時間の延長
ができるなど、より
よい利用者への
サービスが提供で
きる。

新規

実施 準備・検討 検討・実施

○他市の状況調
査（委託先の特
定）
○資料収集
○利用料徴収の
検討
○条例・規則改正
準備

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26

○他市の状況調
査（委託先の特
定）
○資料収集
○利用料徴収の
検討
○条例・規則改正

○老人福祉セン
ター指定管理者制
度開始

○伊利原市営住
宅内老人福祉セ
ンター新設準備
○条例・規則改正

○伊利原市営住
宅内老人福祉セ
ンター供用開始

指標①

準備･検討 検討
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重点項目

４．質の高い公共サー
ビスの確保と効果的な
民間活力の活用

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(2)民間活力の適切な
活用

市営住宅管理業
務の民間委託を
検討・実施し、市
営住宅の適正な
維持管理運営に
努め、入居者の快
適な住環境の整
備を図る。

実施項目

17 市営住宅管理業
務の民間等への委
託

担当部署 建築課

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

現状：市営住宅の管
理運営は、正職員２
人、臨時職員2人の
配置により行われて
いる。主な業務内容
として、①家賃算定・
徴収や保守点検業
務、②不具合箇所の
工事・修繕等、③国
や県からの調査業務
がある。
課題：市管理の場
合、職員の人事異動
等で管理運営の対
応が異なる場合があ
り、徴収業務、修繕
箇所の入居者・市負
担の切り分け等の一
元的管理の必要が
ある。また、夜間修
繕等の住民対応に
ついては、厳しい状
況にある。

市営住宅の維持
管理については、
徴収や修繕業務
等を含め、他市町
村同様に一括管
理できる外部委託
を推進する必要が
ある。
修繕対応した場
合、入居者負担等
他市町村同様に
する。

①外部委託するこ
とにより、24時間
体制で修繕等の
対応ができ、市営
住宅の入居者の
要望にも応えるこ
とができる。
②職員の異動に
左右されることなく
一元的に維持管
理でき、市営住宅
使用料の徴収率
の向上にも期待で
きる。

新規

実施 実施 実施

○業務委託内容
調査
○他市の委託契
約内容等の調査

指標・効果等の説明 年　次　計　画
②市営住宅入居者
へのサービス向上
（アンケート等）
③市営住宅使用料
の収納率（％）（委託
前の収納率との比
較）

H23 H24 H25 H26

市営住宅使用料の収納率（％）

調査・検討 準備

市営住宅使用料の収納率（％） 市営住宅使用料の収納率（％）

○委託内容、入居
の基準についての
検討
○業者選定

○委託契約の締
結、市営住宅維持
管理業務の民間
委託実施

○委託契約の進
捗管理

○委託契約の進
捗管理

指標①

重点項目

４．質の高い公共サー
ビスの確保と効果的な
民間活力の活用

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(2)民間活力の適切な
活用

水道料金等の収納
及び受付事務は、水
道事業体の｢顔」とし
て、お客様の要望や
問い合わせに迅速
かつ正確な対応が
求められます。接客
マナー・電話対応マ
ナー・厳格な公金取
扱い等の教育が徹
底された事業者へ委
託することにより、水
道事業体のイメージ
アップ、市民サービ
スの向上につなが
る。

実施項目

18　水道料金等収
納及び受付事務の
民間委託等の推進

担当部署 水道局　業務課

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

平成16年度に受付
事務を個人委託(2
人）でスタートし、平
成19年度個人委託
（3人）となり、平成22
年度から収納も含め
た嘱託職員（4人）で
の対応となっており
ます。嘱託職員の勤
務時間の制約等が
あり、繁忙期や休暇
取得時における代替
職員の配置及び勤
務日割り等の調整作
業等に苦慮してい
る。

円滑な業務遂行
のため業務範囲
及び責任範囲の
明確化を行う。
受託可能業者の
調査

お客様の要望や問
い合わせに迅速か
つ正確な対応がで
き、接客マナー・電話
対応マナー・厳格な
公金取扱い等の教
育の徹底された事業
者へ委託することに
より、水道事業体の
イメージアップ、市民
サービスの向上につ
ながる。
　繁忙期や休暇取得
時の職員対応がなく
なり、本来の職務へ
集中できる。

新規

実施 実施 実施

○業務範囲の確
定及び責任範囲
の明確化
○先進地調査
○業者調査
○導入可能性調
査

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26
検討 検討

○業務範囲の確
定及び責任範囲
の明確化
○先進地調査
○業者調査
○導入可能性調
査

○受付業務の民
間委託実施

○受付業務の民
間委託実施

○受付業務の民
間委託実施

指標①
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(2)給与の適正化

検討 実施

指標①

H26H23 H24 H25 H27
具

体

的

な

取

り

組

み

・平成19年度に市議
会定例会に条例改
正の議案を上程した
が、否決された経緯
があり、抜本的に手
当の種類や手当額
の見直しが必要であ
る。　　・日額支給等
になることで、各々
がその都度システム
へ入力をしなければ
ならないため、煩雑
感は否めない。

他市町村の状況
を踏まえ調査・研
究をしていく。

手当支給の公平
性が保たれ、か
つ、財政削減効果
が期待される。

実施 実施 実施

特殊勤務手当の
内容を再検討し、
議会へ再提案す
る。

実施項目
20 特殊勤務手当の
見直し

担当部署 人事課

現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

未定

指標①

未定

H27
実施

実施項目
19 適切な定員管理
の推進

組織力の維持と向
上
効果的な組織体
制の確立

指標・効果等の説明 年　次　計　画

新たな業務増や
人口の増などがあ
るなかで、市民
サービスと役所業
務が後退すること
がないよう、各部
署に対して、丁寧
なヒアリングをしな
がら取り組む。行
財政改革の必要
性は、財政的な見
地からスタートして
いるが、政府の定
めた率で削減する
ことが目標となっ
ている面がある。
財政上の検討をし
ながら、実現でき
る計画にすること
が重要である。

総務省の新たな指針
（H17年３月）により、
宜野湾市定員適正
化計画（H18年4月～
H22年4月）を策定
し、各年度の定員を
削減（4.95％・35名削
減）する。さらに、総
務省の更なる指針
（H18年８月）に基づ
き、H21年度の行革
推進本部会議でH23
年度まで延長する
（5.9％・42名削減）こ
とが決定した。 最終
目標は、平成23年4
月時点では、665名
であるが、全部署対
象に実施している組
織ヒアリングにおい
ては、見直しの声も
上がっており、検証
する必要がある。

これまでの定員適
正化計画の実施
について、検証と
総括を実施し、市
民サービスの低下
を招かない適正な
人員の配置を検
討する。

重点項目

５．定員・給与の適正
化及び行政ニーズに
対応した組織体制の構
築

担当部署 行政改革室

５．定員・給与の適正化及び行政ニーズに対応した組織体制の構築

(1)定員管理の適正化

　特殊勤務手当ての見直し等、職員給与の適正化を引き続き検討します。

期待される効果

宜野湾市定員適正化計画は平成22年度までですが、増大する行政へのニーズや社会・経済情
勢等の動向も勘案しながら、事務事業の改善・見直しや民間委託の推進等によって、引き続き
定員管理の適正化に努めます。一方で、定員適正化の中でも市民サービスを低下させないた
め、臨時・嘱託員の適正な配置を行います。

目的・必要性 現状・課題 取組内容 備　　考

推進項目 (1)定員管理の適正化

H24 H25 H26

○これまでの定員
適正化計画の検
証と総括
○定員適正化計
画の見直し

○新たな定員適
正化計画の策定

未定

重点項目

５．定員・給与の適正
化及び行政ニーズに
対応した組織体制の構
築

目的・必要性

H23
具
体
的
な
取
り
組
み

推進項目 (2)給与の適正化

特殊勤務手当の
趣旨にのっとり、
手当の種類の見
直しや、月額での
支給方法を、手当
の内容によっては
日額や勤務一回
等の支給方法へと
見直す。

指標・効果等の説明 年　次　計　画

実施検討 検討 実施
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指標①

実施 実施 実施 実施

人材育成基本計
画について、必要
に応じ見直しを
図っていく。最終
年度は、これまで
の評価、見直し、
さらに第２次策定
へ繋ぐ。

新方針スタート

年　次　計　画
H23 H24 H25 H26 H27

具
体
的
な
取
り
組
み

実施

①職場内研修マ
ニュアルを各課に
配布。　②自主研
究グループ活動
助成金を交付し、
自己啓発の支援
を行う。具体的に
は、要綱を定め、
施行する。

(3)行政ニーズに適確に対応するための組織体制の構築

指標①

検討

６．人材育成の推進

(1)人材育成の推進

備　　考重点項目 ６．人材育成の推進

指標・効果等の説明

検討

○組織ヒアリング
及び業務ヒアリン
グを実施し、事務
事業の見直しを検
討。

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26 H27

具
体
的
な
取
り
組
み

現時点では、定員適
正化計画の665名の
数値目標があるが、
実際の組織ヒアリン
グでは、増員要求が
多くの部署から声が
ある。
IT情報化推進計画と
の連携や専門性の
高い嘱託職員の活
用、団塊世代のマン
パワーの活用など創
意工夫した取り組み
も行ない、組織力維
持と強化に努めてい
る。

増大する事務事
業の業務量を各
部署で円滑に効
率的に処理できる
体制の確立、尚且
つ、職員（定数
内、臨時、嘱託等
を含む）が、無理
な超過勤務なしに
業務執行できる職
場環境をめざし取
り組む。

組織力の維持と向
上
効果的な組織体
制の確立

実施 実施 実施

○組織ヒアリング
及び業務ヒアリン
グを実施し、事務
事業の見直しを検
討。

推進項目

(3)行政ニーズに適確
に対応するための組織
体制の構築

各部局のヒアリン
グを踏まえ、組織
の見直しを行うこ
とにより、社会経
済情勢や市民
ニーズに適切に対
応できるように組
織見直しを行い、
効率的な組織体
制を構築する。組
織見直しの中で
は、定員の枠内で
必要な部門の体
制強化を図る。

実施項目

21 行政ニーズ、業
務量に応じた適切
な組織見直しの実
施

担当部署 行政改革室

現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考重点項目

５．定員・給与の適正
化及び行政ニーズに
対応した組織体制の構
築

目的・必要性

取組内容 期待される効果目的・必要性

担当部署 人事課

現状・課題

推進項目 (1)人材育成の推進

全ての職員の意識
改革と市民のために
資する組織形成をめ
ざして総合的な人材
育成に取り組むとと
もに、個々の職員の
能力開発の指針とす
る。市民ニーズが増
大する中で、職員の
さらなる能力開発・
向上は不可欠であ
る。

実施項目
22　人材育成基本
方針の推進

本市の自主的・主体的な行政運営能力の向上、市民サービスの一層の向上のためにも、「宜野
湾市職員人材育成基本方針」に基づき、職員のさらなる能力開発・向上に取り組みます。

今後もヒアリングや現場確認等を綿密に行い、システム化や民間委託等により行政運営の効率
化や市民サービス向上につながる業務については、積極的にアウトソーシングを実施していくと
もに、各年度の各部署における市民ニーズ・業務量・業務対応の緊急性等の正確な把握に努
め、組織体制の継続的な見直しを行います。

人材育成基本計画
（H20～H24）の中
で、取組事項、取組
内容を具体的に示し
て推進してきた。職
場外研修（一般研
修）は充実しており、
職員の能力開発・向
上に寄与したが、職
場内研修の推進の
取組が遅れている。
自主研修の支援（資
格取得助成）も検討
の段階である。

職場内研修の推進と
して、職場研修に対
する理解を深め、充
実した職場にしてい
くためのガイドブック
の代わりとして、「職
場内研修マニュア
ル」を作成する。自
主研修の支援とし
て、自主研究グルー
プの育成のため、
「自主研究グループ
助成金」を交付。

①課内の情報の
共有化
②個々の職員の
能力開発の推進
③職員一人ひとり
の能力を高めるこ
とにより、組織力
を高め、結果とし
て市民サービスに
繋がる
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７．健全な財政運営の確保

(1)自主財源等歳入の確保

重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果

担当部署 税務課

備　　考

推進項目
(1)自主財源等歳入の
確保

市内で事業所（事
務所店舗等）の有
無は問わず、それ
ら償却資産が存
在（レンタル、リー
ス等）すれば、申
告納税義務者とな
るが、市内事業所
への周知普及が
まだ充分でなく、
特に個人事業者
においては全く知
らないという者が
大多数である。

申告する者のみを
課税し、課税対象
者であっても申告
が無ければ課税
できずにいた。

①未申告者・不申
告者への申告督
促、催告業務
②新規課税対象
捕捉業務
③申告書の精査
業務（申告内容が
正しいか、法人税
申告書・所得税申
告書等の写しを税
務署へ取りに行
く）

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

実施項目
23　課税客体の掘り
起こし

今後、税務署への
資料写しを収集す
ることで新たな課
税客体を生み出
し、申告納税につ
なげていくことが
できる。

新規

実施 実施

指標・効果等の説明 年　次　計　画
償却資産申告対象
の掘り起こし件数
年間申告対象５０件
の掘り起こしを目標
とする。

H23 H24 H25 H26

調査実績額 調査実績額

実施

○税務署へ資料
閲覧を行うことで、
新たな課税客体
の掘り起こしに努
める

実施 実施

調査実績額 調査実績額

○税務署へ資料
閲覧を行うことで、
新たな課税客体
の掘り起こしに努
める

○税務署へ資料
閲覧を行うことで、
新たな課税客体
の掘り起こしに努
める

○税務署へ資料
閲覧を行うことで、
新たな課税客体
の掘り起こしに努
める

○税務署へ資料
閲覧を行うことで、
新たな課税客体
の掘り起こしに努
める

100件掘起こし 100件掘起こし

指標① 調査実績額

指標② 100件掘起こし 100件掘起こし 100件掘起こし

重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(1)自主財源等歳入の
確保

　地方自治体の財
政状況が厳しい
中、自主財源の確
保は最も重要な課
題であり、今後も
市税徴収率の向
上及び滞納整理
の推進に取り組む
必要がある。今回
の第５次大綱か
ら、①収入未済額
の縮減に加えて、
②徴収額（対前年
比）、③徴収率も
指標として設定す
る。

実施項目

24 市税徴収率の向
上及び滞納整理の
推進

担当部署 納税課

H27

具
体
的
な
取
り
組
み

滞納整理班の設置
等で、ほぼ目標を達
成している。今後の
課題は、滞納分につ
いては現状の徴収
率を維持して滞納額
を縮減すること、現
年分は徴収努力をす
れば伸びる可能性
が大いにあるため、
現年分の取り組みを
強化することが重要
となる。

滞納整理を強化す
る。徴収・差押・執行
停止を早期に実施。
また、国税・県税との
連携を密にしていく。
平成24年新システム
への対応（滞納管
理、収納管理）。現
年度分については、
あらゆる手段で徴収
率アップを達成して
いく。
コンビニ収納につい
ては、平成24年度か
ら実施したい。

　本市の市税調定
額は、平成２３年
度には１００億円
を超える金額とな
ります。徴収率を
毎年0.3％ずつ
アップさせる計画
で、１年目88.3％
（税収増３千万
円）、５年後89.5％
（税収増１億５千
万円）となる予定
であり、市財政へ
の効果は大きい

実施 実施 実施

①前年比△２千万
円　②徴収額の向
上・前年比＋３千
万円・調定増×徴
収率　③徴収率の
向上・前年比＋
０．３％　④コンビ
ニ収納実施に向
け、検討・準備

指標・効果等の説明 年　次　計　画
①収入未済額の縮
減額（前年度の収入
未済額との比較によ
る金額で表示）
②徴収額（対前年
比）③徴収率（最終
目標は90％台）

H23 H24 H25 H26

徴収率(％) 徴収率(％)

実施 実施

徴収率(％) 徴収率(％)

①前年比△２千万
円　②徴収額の向
上・前年比＋３千
万円・調定増×徴
収率　③徴収率の
向上・前年比＋
０．３％　④コンビ
ニ収納実施に向
け、検討・準備

①前年比△２千万
円　②徴収額の向
上・前年比＋３千
万円・調定増×徴
収率　③徴収率の
向上・前年比＋
０．３％　④コンビ
ニ収納実施に向
け、検討・準備

①前年比△２千万
円　②徴収額の向
上・前年比＋３千
万円・調定増×徴
収率　③徴収率の
向上・前年比＋
０．３％　④コンビ
ニ収納実施に向
け、検討・準備

①前年比△２千万
円　②徴収額の向
上・前年比＋３千
万円・調定増×徴
収率　③徴収率の
向上・前年比＋
０．３％　④コンビ
ニ収納実施に向
け、検討・準備

指標① 徴収率(％)

適正課税を実施し、市税を中心とする自主財源の確保に努めるほか、既存の市内企業の育成・
支援をはじめ、新たな企業誘致による税収増や市管理媒体への広告掲載の推進などにより、新
たな財源確保にも取り組みます。
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重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(1)自主財源等歳入の
確保

現年及び過年度
保育料の収納率
が年々低下してき
ているため、保育
料の納付督促を
行い、収納率の向
上を図る。

実施項目
25 保育料収納率の
向上

担当部署 保育課

H26 H27
具
体
的
な
取
り
組
み

専任の担当者が
おらず、他の業務
を兼任しながら納
付督促業務を行っ
ているため、計画
的・集中的・効果
的に業務が行えて
いない。
納付相談を行って
も、その後の履行
状況の確認まで
は行えていない。
督促等の通知に
対して応答がな
く、電話督促にお
いても不通の方に
対しての訪問（自
宅・保育園）が行
えていない。

・沖縄県緊急雇用創
出事業臨時特例補
助金により、保育料
未納者督促業務を
行う職員を２名配置
する。
・計画的に督促状･
催告状の通知、電話
督促、訪問、納付相
談等を行う。
・子ども手当受給時
期や継続手続き時
期等に納付督促を集
中的に行うことによ
り、効果的に収納率
向上を図る。
・各滞納者の納付相
談の履行状況を確
認し、履行されてい
ない場合は再督促を
行う。
・連絡が取れない方
に対し、自宅や保育
園を訪問し納付督
促･相談を行う。

専任の担当者が
配置されることに
より、計画的・集
中的・効果的に督
促業務を行うこと
ができること、納
付相談やその後
の対応もよりきめ
細かく行うことがで
きることから、保育
料の収納率の向
上が図られる。

新規

指標・効果等の説明 年　次　計　画
 保育料納付督促等
による滞納保育料
の収納額（目標額
5,000千円）

H23 H24 H25

指標① 5,000千円

実施

・督促状、催告状
の通知
・電話督促、訪問
・納付相談
・納付相談の履行
状況確認

重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(1)自主財源等歳入の
確保

宜野湾市公金管
理運用基準に基
づき、運用可能な
基金については安
全かつ効率的な
運用を図る必要が
ある。金融機関へ
の有利な方法によ
る預金及び中・長
期の運用が可能
な基金について
は、適切なリスク
管理を行いつつ、
信用性の高い国
債・地方債等の債
券運用を積極的
に推進することで
歳入の確保が図
られる。

実施項目
26　基金の更なる
活用

担当部署 会計課

H27

具
体
的
な
取
り
組
み

基金総額について
は近年減少傾向
にあり、次年度は
市職員退職手当
基金をはじめ、基
金の大幅取り崩し
が予定されている
ため、これまで同
様な基金利子収
入は見込めないも
のと推測する。

本市の基金は定期
預金と債券で運用し
ており、定期預金に
ついては、事前に各
金融機関に預金利
率の提示依頼を文
書で行っており、ペイ
オフ対策及び各金融
機関との連携の重要
性もあり分散して預
金している。債券運
用については、日々
債券市場の動向に
注視しながら、担当
部署の事業計画に
基づき、債券の購
入・売買等を検討し
ている。

①歳入の確保
②事業の拡大・市
民サービスの向上

実施 実施 実施

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26
実施 実施

①各担当部署から基
金運用計画書の提
出　②債券運用可能
な基金については、
証券会社の情報を
基に有利な商品を選
択　③公金管理検討
委員会を開催・審議
④債券の購入・売買
を実施

①各担当部署から基
金運用計画書の提
出　②債券運用可能
な基金については、
証券会社の情報を
基に有利な商品を選
択　③公金管理検討
委員会を開催・審議
④債券の購入・売買
を実施

①各担当部署から基
金運用計画書の提
出　②債券運用可能
な基金については、
証券会社の情報を
基に有利な商品を選
択　③公金管理検討
委員会を開催・審議
④債券の購入・売買
を実施

①各担当部署から基
金運用計画書の提
出　②債券運用可能
な基金については、
証券会社の情報を
基に有利な商品を選
択　③公金管理検討
委員会を開催・審議
④債券の購入・売買
を実施

①各担当部署から基
金運用計画書の提
出　②債券運用可能
な基金については、
証券会社の情報を
基に有利な商品を選
択　③公金管理検討
委員会を開催・審議
④債券の購入・売買
を実施

指標①
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重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(1)自主財源等歳入の
確保

本市西海岸地域は、
第三次宜野湾市総
合計画において経済
の自立拠点地区とし
て位置付けられ、さ
らにコンベンション・
リゾート沖縄のメイン
コアとして観光振興
地域の指定を受けて
いることから都市機
能用地へ当該地域
のコンセプトにあった
企業の誘致を推進
し、雇用の創出並び
に地域経済の活性
化を図り、自主財源
等歳入の確保に努
めていく。また、遊休
地となっている民有
地においても、企業
等へ斡旋等を行い、
自主財源等歳入の
確保に努めていく。

実施項目 27 企業誘致の推進

担当部署 商工振興課

H27

具
体
的
な
取
り
組
み

これまでに都市機能
用地へ複合型商業
施設、中長期滞在型
ホテル、屋内型総合
スポーツ＆レジャー
施設の誘致や大山
地区等にプロトデー
タセンター及びマック
スバリュなどの誘致
を実現したところであ
る。しかし、都市機能
用地も駐車場等用地
として確保してある
第三街区の残地部
分だけであり、民有
地においても一定規
模の用地も少ないこ
とから今後は、大規
模な企業の誘致は
困難状況となってき
ている。

西海岸地域のコン
セプトにあう企業
の誘致を図るため
公募要項を作成
し、応募のあった
企業を企業立地
検討委員会に諮
り、自主財源等歳
入の確保の観点
から雇用効果及び
経済効果等を多
角的視点から審
議・審査を行い誘
致企業を選定し、
庁議において決定
する。

・雇用創出の拡大
・歳入の増
・地域経済の活性
化

実施 実施 実施

○都市機能用地
第三街区残地部
分に複合型駐車
場施設の建設に
向けて公募要項を
作成し、誘致企業
を決定する。
○空き店舗対策
事業の実施

指標・効果等の説明 年　次　計　画
①誘致企業に係る
新規雇用者数
②空き店舗対策事
業による新規事業
者数（定着率）
③空き店舗対策事
業による新規雇用
者数

H23 H24 H25 H26

500名

実施 実施

○（仮称）サンエー
宜野湾コンベン
ションシティ開業
予定
○複合型駐車場
施設の建設完了
予定
○空き店舗対策
事業の実施

○空き店舗対策
事業の実施

○空き店舗対策
事業の実施

○空き店舗対策
事業の実施

指標①

指標②

指標③

重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(1)自主財源等歳入の
確保

市ホームページに
おいてバナー広告
を実施していくこと
で財源が確保でき
る。

実施項目

28 市ホームページ
におけるバナー広
告の実施

担当部署 秘書広報課・ＩＴ推進室

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

ホームページへの
バナー広告の貼り
付けについては、
昨今企業等の
ニーズが減少傾
向にある。
しかしながら、市
議会からの指摘
等もあり、取り組
む必要がある。

市ホームページへ
のバナー広告の
貼り付け。

財源の確保が期
待できる。

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26

指標①
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引き続き業務マネジメントによる事務事業の改善・見直しや電子自治体の推進による業務効率
化等に取り組み、歳出面における経費の節減合理化に努めます。増大する市民ニーズに対応し
て、社会情勢の変化に伴って必要性が小さくなった事務事業や市民サービスへの貢献度が少な
い事務事業（特に経常事業）の見直し・整理も検討します。また、宜野湾市地球温暖化防止実行
計画（平成19年12月策定）に盛り込まれている公共施設における太陽光発電や省エネルギー型
の空調システム、照明機器の採用等、エコ自治体推進の観点から公共施設におけるエコ設計・
維持管理を進めます。

重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(1)自主財源等歳入の
確保

ふるさと寄附につ
いては、寄付者の
思いをまちづくり
に活かしていくとと
もに、厳しい財政
状況の中、自主財
源の確保策の一
つとして実施す
る。

実施項目
29 ふるさと寄附制
度の活用

担当部署 企画政策課

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

ＨＰ等で広報して
いるが、実績はま
だまだ少ない。

○広報・周知活動
等の見直し
○基金積立額が
一定程度以上に
なった場合、市の
政策事業等の財
源として事業実施
する。また、事業
実施状況等を公
表しＰＲする。

周知方法等につ
いて創意工夫する
ことにより、これま
で以上に寄附活
動につながること
が期待できる。

新規

実施 実施 実施

広報・周知活動等
の検討・実施

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26
実施 実施

広報・周知活動等
の検討・実施

広報・周知活動等
の検討・実施

広報・周知活動等
の検討・実施

広報・周知活動等
の検討・実施

指標①

重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(1)自主財源等歳入の
確保

住民に分かりやす
い財務書類を開
示するため世代間
の負担割合や財
政の持続可能性、
住民１人当たり行
政サービスコスト
を洗い出し、財政
規模が似通った他
の自治体比較を
容易にする。

実施項目

30 公会計基準モデ
ル整備による財務
状況把握

担当部署 財政課

H27

具
体
的
な
取
り
組
み

現状でも公会計総
務省方式改訂モ
デルにて作成はし
ているが、資産価
格が過去の普通
建設事業費の累
計で作成されてお
り、公正価値で評
価されていない。

H23年度で公会計
基準モデルの委
託に向けて実施
計画を策定し、
H24年度に予算化
を図る。H24年度
中に固定資産台
帳などの整備を行
い、基準モデルで
の財務諸表を完
成させる。

自治体の住民へ
の説明責任を充
実し、非効率な予
算の見直しなど行
政コストの削減に
乗り出すことが期
待される。

新規

実施

○実施計画採択
へ向けた調整
○委託に向けた
仕様などの整理

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26
検討 実施

○全庁への事業協
力周知
○全庁への研修会
開催
○各種台帳の整理
○作成した指標の分
析および情報公開
○次年度予算編成
への反映

指標①

(2)経費の節減合理化等適正な予算執行の確保
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特別会計については、国保特別会計・下水道特別会計等の財政健全化を図り、一般会計から
の繰出金抑制に努めます。公営企業会計については、予定されている制度改正に向けた取り組
みを行い、情報の開示と透明性を高め、引き続き健全な経営が継続できるように取り組みます。

重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目

(2)経費の節減合理化
等適正な予算執行の
確保

地球環境に優し
く、CO2を排出しな
いクリーンエネル
ギーの活用を推
進し、本庁舎の管
理維持費の削減
に努める。

実施項目

31-① 公共施設に
おけるエコ設計・維
持管理の推進

担当部署 総務課

H26 H27
具
体
的
な
取
り
組
み

経費削減に効果
の期待できるＬＥＤ
電球への取替を
段階的に実施した
いが、導入コスト
が高い。

平成22年2月より本
庁舎屋上に最大出
力79ｋｗの太陽光発
電システムを設置
し、地球温暖化防止
へ効果のあるCO2の
削減や管理維持費
（光熱水費）の削減
に努めてきた。平成
23年度は、沖縄県地
球温暖化対策等臨
時特例基金を財源と
して、市庁舎ガラス
面に遮熱塗料、屋上
へ遮熱塗装（ペン
ティング）を施し、さら
なる管理維持費の削
減に努めたい。

今回の遮熱化促
進化事業により
○年間CO2削減
効果→132,576ｋｇ
○年間電力削減
効果→4,900,000
円の効果が期待
できる。

※効果について
は、あくまで予想
値である。

新規

未定 未定 未定

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25

指標①

実施 未定

※平成24年度以
降の取り組みは未
定

○本庁舎遮熱化
促進事業の実施
○LED導入等の検
討

期待される効果 備　　考重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性

担当部署 教育委員会　施設課

現状・課題 取組内容

今後の学校施設
整備においては、
太陽光発電システ
ムを積極的に導入
していく予定であ
るが、費用対効果
の面で今後検証
する必要がある。

太陽光発電システム
の整備、中水利用の
整備並びに氷蓄熱
方式空調システムに
ついては、平成20・
21年度に嘉数小学
校校舎全面改築事
業にて設置完了して
おり、平成22・23年
度には、真志喜中学
校校舎全面改築事
業において設置の予
定である。　給水栓
の節水コマ設置につ
いては、平成24年度
に小中学校の各１校
をサンプル校として
整備し、コストパ
フォーマンスの確認
後に年次的に整備
予定である。

実施

○真志喜中学校
校舎増改築事業
（太陽光発電シス
テム・中水利用・
氷蓄熱方式空調
システム）

推進項目

(2)経費の節減合理化
等適正な予算執行の
確保

太陽光発電システ
ム等の導入による
エコ対策及び児
童・生徒の環境学
習の啓発、校舎の
屋根に降った雨水
を利用した中水利
用（トイレ用洗浄
水）及び給水栓の
節水コマ設置によ
る節水対策、深夜
電力を利用した氷
蓄熱方式の空調
システムの導入な
どにより、設備負
荷等の軽減を図り
維持管理費の削
減に努める。

実施項目

31-② 公共施設に
おけるエコ設計・維
持管理の推進

参考事例：嘉数小
学校（10.58kw）の
太陽光発電システ
ム設置の場合
○年間ＣＯ2削減
効果→3.6ton
○年間電力削減
効果→156,170円
の効果がある。
　
※効果について
は、あくまで予想
値である。

新規

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26 H27

具
体
的
な
取
り
組
み

実施 準備

○大山小学校、嘉
数中学校の給水
栓の節水コマ導入
準備

○（仮称）大山小
学校分離新設校
事業（太陽光発電
システム・中水利
用・氷蓄熱方式空
調システム）

○志真志小学校
校舎増改築事業
（太陽光発電シス
テム・中水利用・
氷蓄熱方式空調
システム）導入準
備

○志真志小学校
校舎増改築事業
（太陽光発電シス
テム・中水利用・
氷蓄熱方式空調
システム）

実施 準備

(3)特別会計及び公営企業における健全な財政運営の確保

指標①
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備　　考

重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目

(3)特別会計及び公営
企業における健全な財
政運営の確保

国保特別会計の財
政健全化を図り、一
般会計からの特別会
計への繰出金抑制
に努める。
収納率の向上により
増額される県支出金
の確保に努める。
（H21年度収納率
91.3％、平成22年度
は収納率93％を見
込んでいる。）
保健事業の充実強
化及びレセプト点検
強化による医療費の
抑制、適正化に努め
る。

実施項目
32-① 国保特別会
計の健全化

担当部署 国民健康保険課

H27

具
体
的
な
取
り
組
み

一般会計からの繰出
金は平成21年度
381,036千円、平成
22年度は843,449千
円となる見込みで
年々増大している。
多額の繰入をしても
なお赤字になる見込
みが高い。
年々増大する医療
費の抑制に努めなけ
ればならない。
雇用主に対する社会
保険への切り替え推
進も課題である。

①保険税の収納
率向上
②特定健康診査、
特定保健指導等、
保健事業の強化
（健康支援課の取
り組み）
③レセプト内容点
検の強化

①保険税の収納
率向上で増額され
る県支出金の確
保
②保健事業や特
定健康診査、特定
保健指導の強化
による早期予防対
策で医療費の抑
制を図る。
③レセプト内容点
検の強化による医
療費の適正化

実施 実施

指標・効果等の説明 年　次　計　画
①本市の収納率基準
値は91.7％であり、そ
の基準で県支出金が
算定される。91.7％の
収納率で37,500千円、
基準を１%上回れば
50,000千円
②宜野湾市特定健康
診査等実施計画値　平
成２３年度目標受診率
55.8％、保健指導率
40％、予備群減少率
６％
③レセプト点検効果額
37,500千円

H23 H24 H25 H26

受診率65.3％

実施 実施 実施

①収納率向上
②特定健康診査
及び特定保健指
導の受診率向上
③レセプト点検強
化

①収納率向上
②特定健康診査
及び特定保健指
導の受診率向上
③レセプト点検強
化

①収納率向上
②特定健康診査
及び特定保健指
導の受診率向上
③レセプト点検強
化

①収納率向上
②特定健康診査
及び特定保健指
導の受診率向上
③レセプト点検強
化

①収納率向上
②特定健康診査
及び特定保健指
導の受診率向上
③レセプト点検強
化

指標① 受診率55．8％ 受診率65.3％ 受診率65.3％受診率65.3％

重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果

推進項目

(3)特別会計及び公営
企業における健全な財
政運営の確保

平成24年度までに国
が示す目標値の達
成に向けて特定健
診・特定保健指導を
実施する必要があ
る。また、死亡原因
の1位となっているが
ん罹患者を今後減少
させるためには、国
が示すがん検診受
診率50％を目標に受
診率向上に向けた取
り組みが必要となっ
てくる。

実施項目
32-② 国保特別会
計の健全化

担当部署 健康支援課

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

本市の特定健診受
診者は本市の実施
計画で示す数値に届
かない状況となって
いる。また、本市が
実施するがん検診受
診率は現在10～
20％台で推移してお
り、国・県が示す平
成24年度までの受診
率50％には程遠く、
どちらも未受診者対
策が重点課題となっ
ている。保健指導に
ついては、平成22年
度から医療機関に外
部委託している。

①対象者への個人
通知の発送
②市報・市ホーム
ページ、ポスター・チ
ラシ等での普及啓発
③未受診者への戸
別訪問・電話による
受診勧奨
④医師会・自治会等
各団体への協力依
頼
⑤特定健診自己負
担金の無料化
⑥人間ドック受診者
の定員制の撤廃
⑦特定健診・がん検
診がセットで受診で
きる医療機関の整備

①生活習慣病を
早期発見・早期治
療をすることで健
康の保持増進を
図る。
②医療費の適正
化を図ることで医
療費・介護給付費
等の社会保障費
の削減となる。

実施 実施 実施

○受診率・指導率
の向上に向けた
事業の実施（平成
23年度から3年間
県特別調整交付
金事業で受診率
向上事業を実施
予定）

指標・効果等の説明 年　次　計　画
①特定健診受診率
55.9％
②保健指導率40.
１％
③がん検診受診率

H23 H24 H25 H26

65.40% 65％以上

実施 実施

65％以上 65％以上

○受診率・指導率
の向上に向けた
事業の実施（平成
23年度から3年間
県特別調整交付
金事業で受診率
向上事業を実施
予定）

○受診率・指導率
の向上に向けた
事業の実施（平成
23年度から3年間
県特別調整交付
金事業で受診率
向上事業を実施
予定）

○受診率・指導率
向上に向けた事
業の実施

○受診率・指導率
向上に向けた事
業の実施

指標① 55.90%

指標③

指標② 40.10%
50％以上 50％以上 50％以上

45.10% 45％以上 45％以上 45％以上

22



重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目

(3)特別会計及び公営
企業における健全な財
政運営の確保

一般会計からの
国保財政への繰
入金等を抑制し、
経営の健全化を
図る。

実施項目
32-③ 国保特別会
計の健全化

担当部署 健康増進課

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

健康支援課での
特定検診等を受
けた方が健康増
進課の健康事業
にも参加してもら
えるよう取り組み
たい。

市民へ運動習慣の
定着及び生活の質
の向上を図るため、
健康教育事業で一
次予防に重点を置い
た各種健康教室を展
開している。また、自
治会へ健康機器等
を整備し、地域住民
の健康づくりを支援
している。

健康教育事業な
どを実施し、肥満
や生活習慣病予
防・改善すること
によって医療費抑
制を図る。

実施 実施 実施

健康教育事業及
び地域健康づくり
支援事業

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26
実施 実施

健康教育事業及
び地域健康づくり
支援事業

健康教育事業及
び地域健康づくり
支援事業

健康教育事業及
び地域健康づくり
支援事業

健康教育事業及
び地域健康づくり
支援事業

指標①

重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目

(3)特別会計及び公営
企業における健全な財
政運営の確保

平成１８年度より地
域支援事業にて介
護予防事業を実施し
ているが、現在、要
介護者の増加と介護
給付費の増大があり
課題となっている。
今後も元気高齢者９
割をめざし、高齢者
保健福祉計画・介護
保険事業計画（第４
期：Ｈ２１年度～２３
年度、第５期：Ｈ２４
年度～Ｈ２６年度）に
基づき、介護予防事
業を実施・強化して
いく必要がある。

実施項目
33 介護予防事業の
充実

担当部署 介護長寿課

H27

具
体
的
な
取
り
組
み

平成２１年度実績よ
り
・特定高齢者３６７名
のうち特定高齢者介
護予防事業に参加し
た高齢者７３名となっ
ており、参加率にす
ると１９．　９％で低
い値となっている。
・一般高齢者向けの
介護予防事業にお
いて利用者は延べ
６，０１０名である。
年々増加傾向にある
が、更に事業拡大さ
せ、広報や事業内容
を工夫し、多くの高
齢者が利用できるよ
うにする必要があ
る。

・地域包括支援セ
ンターとの連携を
密にし、特定高齢
者への介護予防
ケアマネジメント
支援を実施してい
くことで、できるだ
け多くの特定高齢
者を介護予防事
業に繋げる。
・一般高齢者向け
の介護予防事業
の拡大や広報、内
容を工夫する。

介護予防に取り組
む高齢者が増え、
元気高齢者が増
えることにより、将
来的な介護給付
費の抑制につな
がる。

新規

実施 実施 実施

①特定高齢者
・運動器機能向上
・栄養改善
・口腔機能向上
②一般高齢者
・運動器機能向上
・栄養改善
・口腔機能向上
・認知症予防
・高齢者体力測定
・肩こり腰痛腰痛
改善予防
・健康相談　等

指標・効果等の説明 年　次　計　画
①特定高齢者介護
予
防事業参加率（％）

②一般高齢者介護
予
防事業開催回（回）
参加延べ人数（人）

H23 H24 H25 H26
実施 実施

①特定高齢者
・運動器機能向上
・栄養改善
・口腔機能向上
②一般高齢者
・運動器機能向上
・栄養改善
・口腔機能向上
・認知症予防
・高齢者体力測定
・肩こり腰痛腰痛
改善予防
・健康相談　等

①特定高齢者
・運動器機能向上
・栄養改善
・口腔機能向上
②一般高齢者
・運動器機能向上
・栄養改善
・口腔機能向上
・認知症予防
・高齢者体力測定
・肩こり腰痛腰痛
改善予防
・健康相談　等

①特定高齢者
・運動器機能向上
・栄養改善
・口腔機能向上
②一般高齢者
・運動器機能向上
・栄養改善
・口腔機能向上
・認知症予防
・高齢者体力測定
・肩こり腰痛腰痛
改善予防
・健康相談　等

①特定高齢者
・運動器機能向上
・栄養改善
・口腔機能向上
②一般高齢者
・運動器機能向上
・栄養改善
・口腔機能向上
・認知症予防
・高齢者体力測定
・肩こり腰痛腰痛
改善予防
・健康相談　等

指標①

指標②
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重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目

(3)特別会計及び公営
企業における健全な財
政運営の確保

福寿園の健全な
財政運営確保の
ため、組織体制の
あり方、運営体制
のあり方等を調査
研究する必要があ
る。

実施項目
34 福寿園特別会計
の健全化

担当部署 福寿園

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

平成21年度福寿
園特別会計決算
で640万円余りの
歳入不足が生じ、
繰上充用するに
至った。そのた
め、「福寿園運営
健全化研究会」を
平成22年5月19日
に発足し、改善に
向けての取り組み
が開始された。福
寿園内部において
も、「福寿園の運
営健全化研究会」
を平成22年5月20
日に立ち上げ、園
の諸問題解決に
向けての取り組み
を始めた。

｢福寿園運営健全
化研究会」におい
ては、5点を研究
することとしてい
る。
｢福寿園の運営健
全化研究会」にお
いては7点を研究
することとしてい
る。

健全な財政運営、
職員間の連携、効
率的な業務の運
営等、月々の歳
入、歳出の実績等
を確認しながら具
体的で適宜な取り
組みをを強化でき
る。介護サービス
収入については、
特に施設介護
サービスにおいて
稼働率を高めるべ
く、早めの新規入
所を行う。

新規

実施 実施 実施

○居宅介護支援
事業所の廃止
○施設介護サー
ビス稼働率の向上
○ショートステイの
有効活用

指標・効果等の説明 年　次　計　画
①施設の稼動率
（％）
　目標は92％以上

H23 H24 H25 H26

92％以上 92％以上

実施 実施

92％以上 92％以上

○施設介護サー
ビス稼働率の向上
○ショートステイの
有効活用

○施設介護サー
ビス稼働率の向上
○ショートステイの
有効活用

○施設介護サー
ビス稼働率の向上
○ショートステイの
有効活用

○施設介護サー
ビス稼働率の向上
○ショートステイの
有効活用

指標① 92％以上

重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目

(3)特別会計及び公営
企業における健全な財
政運営の確保

下水道接続普及
促進により、水洗
化率の向上、下水
道特別会計の健
全な財政運営の
確保を図る。

実施項目

35-①　下水道特別
会計の健全化（下
水道普及事業の促
進）

担当部署 下水道課

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

水洗化率の向上、
下水道特別会計
の健全な財政運
営を確保するた
め、普及促進を実
施する必要があ
る。

下水道接続普及
嘱託員による普及
促進

下水道の普及促
進を実施すること
により、海や河川
等の公共水域の
水質保全、また健
康で快適な文化
生活を図り、下水
道特別会計の健
全な財政運営（一
般会計からの繰
入金の軽減）が期
待できる。

実施 実施 実施

○下水道接続普
及活動業務（新
築、改造等の接
続）

指標・効果等の説明 年　次　計　画
普及事業による接
続世帯数（件）
年間接続300件を目
標とする。

H23 H24 H25 H26

300 300 300 300

○下水道接続普
及活動業務（新
築、改造等の接
続）

○下水道接続普
及活動業務（新
築、改造等の接
続）

○下水道接続普
及活動業務（新
築、改造等の接
続）

○下水道接続普
及活動業務（新
築、改造等の接
続）

指標① 300

実施 実施
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重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目

(3)特別会計及び公営
企業における健全な財
政運営の確保

現行の施設維持管
理については、財源
の一部を一般会計
から繰り出して運営
している状況であり、
経営健全化の観点
から社会情勢等を鑑
みるとともに、沖縄県
の維持管理負担金
単価の改正と連動し
て、本市の下水道使
用料の条例改正を
検討しなければなら
ない。

実施項目

35-②　下水道特別
会計の健全化（下
水道使用料の改定
検討）

担当部署 下水道課

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

目的を達成すべく、
平成20年12月に条
例改正を行い、平成
21年4月1日より料金
改正を実施したが、
今後とも沖縄県の維
持管理負担金単価
の改正と連動した取
り組みが必要とな
る。
沖縄県は、平成16年
度と20年度に改正を
行っている。

平成21年4月1日
に料金改正を実
施したことにより、
現在は検討中。

下水道使用料金
の改定を行うこと
により、一般会計
からの繰入金の
軽減が期待され
る。

検討 検討 検討

○沖縄県の維持
管理負担金単価
の改正と連動した
使用料改正の検
討

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26
検討 検討

○沖縄県の維持
管理負担金単価
の改正と連動した
使用料改正の検
討

○沖縄県の維持
管理負担金単価
の改正と連動した
使用料改正の検
討

○沖縄県の維持
管理負担金単価
の改正と連動した
使用料改正の検
討

○沖縄県の維持
管理負担金単価
の改正と連動した
使用料改正の検
討

指標①

指標・効果等の説明

(4)使用料・手数料の適正化

H23

現状・課題 取組内容 期待される効果

財政課

重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 備　　考

推進項目
(4)使用料・手数料の適
正化

受益者負担の観
点から現在の使
用料及び手数料
を洗い出し、適正
な額についての見
直しを図る。

実施項目
36　使用料・手数料
の適正化

担当部署

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

施設の使用料につ
いては、平成23年度
より学校開放事業
（生涯学習課主管）
に係る施設について
使用料を徴収するこ
ととなったが、今後、
他の施設についても
応分の受益者負担と
して徴収すべきとこ
ろを洗い出し、額の
適正化についても調
査研究する必要があ
る。

他市における類似
施設の額について
の調査を行い、必
要経費等も含めて
検討を行う。

受益者負担の観
点から適正な額の
使用料・手数料を
徴収することによ
り、歳入の確保に
つながる。

一部実施 一部実施

年　次　計　画
H25 H26H24

一部実施

○使用料・手数料
の洗い出し作業

○近隣市町村、類
似施設等の状況
調査

検討 一部実施

指標①

　歳入の確保が課題となる中、使用料・手数料等の応分の受益者負担を求めることが必要であ
り、本市の使用料・手数料を洗い出し、適正な額への見直しを行います。
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重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容

重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果 備　　考

推進項目
(4)使用料・手数料の適
正化

生活水準の向上
や自由時間の増
大等によりスポー
ツ活動に対する市
民の要求は高まり
つつあるが、学校
等の維持管理費
は年々増大してい
る。そのため、受
益者負担の原則
から体育館及びグ
ラウンドの照明使
用時に限り、電気
料を徴収する。

実施項目

37 学校開放事業に
おける照明使用料
の徴収

担当部署 教育委員会　生涯学習課

H27
具
体
的
な
取
り
組
み

「国民が健康で文化
的な生活を営むため
には、日常生活にお
けるスポーツ活動を
活発にする必要があ
る。そのために、学
校教育に支障のない
限り、学校の体育施
設を活用し学校体育
施設開放事業を推
進するものとする。」
という文部事務次官
通達をうけ、昭和54
年より学校開放事業
を実施しているが、
社会体育の普及、生
涯スポーツの推進等
の観点から、体育
館・グラウンドの使用
料（照明料を含む）を
免除していた。

昭和54年より実施
している学校開放
事業の体育館及
びグラウンド照明
使用料（電気料）
を平成23年度から
徴収する。

歳入増につなが
る。

新規

実施 実施 実施

○学校開放事業
で体育館・グラウ
ンドを使用する団
体から照明使用
料（電気料）を徴
収する。１時間に
付き500円

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26
実施 実施

○学校開放事業
で体育館・グラウ
ンドを使用する団
体から照明使用
料（電気料）を徴
収する。１時間に
付き500円

○学校開放事業
で体育館・グラウ
ンドを使用する団
体から照明使用
料（電気料）を徴
収する。１時間に
付き500円

○学校開放事業
で体育館・グラウ
ンドを使用する団
体から照明使用
料（電気料）を徴
収する。１時間に
付き500円

○学校開放事業
で体育館・グラウ
ンドを使用する団
体から照明使用
料（電気料）を徴
収する。１時間に
付き500円

指標①

H27

具
体
的
な
取
り
組
み

実施

(5)補助金・負担金の見直し

実施項目
38 補助金・負担金
の見直し

補助金・負担金の
総額は、平成２３
年度当初予算
ベースで、
3,839,647千円で
あり、歳出予算総
額の約１２％を占
めている。補助金
については、扶助
費的な性質を有す
るものがあること
から、それ以外の
補助金等について
は、５％削減を目
標値としていきた
い。

期待される効果 備　　考

公平・中立の立場
から外部の有識
者等による検討委
員会などを設置
し、補助金等の整
理合理化に向け
て取り組んでいく
必要がある。

5%

担当部署 財政課

推進項目
(5)補助金・負担金の見
直し

各種団体の自立
的な運営の促進を
図るために、市が
助成する範囲のあ
り方を再点検する
必要がある。ま
た、各種協議会及
び連絡会議等助
成についても必要
性や負担割合の
妥当性について見
直しを行い、削減
を図る。

所期の目的が達成さ
れたと認められるも
の、効果の薄れたも
の及び決算後の繰
越金が多額である団
体に対する補助金等
について、削減また
は廃止を検討する必
要がある。
また、一部事務組
合、外郭団体等への
負担金・補助金につ
いては、調査研究を
踏まえたうえで、額
の精査に努める。

○補助金・負担金
見直し検討委員会
の立ち上げ
○交付団体の調
査洗い出し
○各課ヒアリング
○予算編成方針
への反映

検討 実施

○補助金・負担金
の見直し実施

　補助金・負担金については、見直しのための検討委員会を設置し、市民団体の運営に支障を
来たさないよう、それぞれの目的・効果・必要性を検証しながら、時代のニーズに合致しなくなっ
たと判断される補助金・負担金等は見直します。
　また、本市から国の外郭団体等に支払われている負担金についても、必ずしも法令等で義務
付けされていないものは、必要性や効果等を再検証した上で見直しを行います。

指標・効果等の説明 年　次　計　画
　扶助費的な性質を
有する補助金等は
除く。

H23 H24 H25 H26

5%指標①
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備　　考重点項目
７．健全な財政運営の
確保

目的・必要性 現状・課題 取組内容 期待される効果

推進項目
(5)補助金・負担金の見
直し

当該事業は、漁協及
び水産業者が行う事
業で水産業近代化
推進に伴う機械器具
（レーダー、GPS
等）、生産資材等の
導入及び生産基盤
の整備事業を奨励
し、水産業経営の改
善と漁業近代化を図
り、生産の向上及び
経営の合理化を推
進するための事業と
して実施してきた。し
かし、宜野湾漁港の
供用開始以降漁船
の大型化、近代化も
図られてきたことか
ら、当初の目的は達
成できたと考えられ
るため、当該補助事
業の廃止を検討した
い。

実施項目

39 宜野湾市水産業
近代化奨励補助金
の廃止

担当部署 農水振興課

H27

新規

具
体
的
な
取
り
組
み

現状としては、器
具・資材等の近代
化は図られたと考
えられるが、近年
の環境に配慮した
取り組みの中、水
産業器具等にお
いてもＥＣＯ商品
の開発が進んで
いる（（例）集魚灯
のＬＥＤ化等）しか
し、当該商品のコ
ストは割高のた
め、今後導入を水
産業者が検討した
場合には、事業と
して再検討する必
要があると思慮さ
れる。

平成24年度に向
け廃止予定

廃止による財源の
確保

準備 実施

○補助金の廃止

※補助金規程は
残し、補助金のみ
を廃止

○平成24年度廃
止に向け協議

指標・効果等の説明 年　次　計　画
H23 H24 H25 H26

指標①
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